
　　　従業員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい職場環境をつくる

　　ことによって、その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計

　　画を策定する。

計画期間：　令和 ７年 ４月 １日　～　令和１２年 ３月３１日　までの５年間

目標１： 育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施を

図る。

【対策】

●令和７年４月～

目標２： 令和　７年１２月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人当たり

平均年間　８日以上とする

【対策】

●令和７年６月～ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握

●令和７年９月～

目標３： インターンシップの受入を行う。

【対策】

●令和７年６月～ 高等学校及び専門学校等のニーズを把握。

●令和７年９月～ 各学校のインターンシップ要請に応じ就業体験の機会を提供する。

目標４： 技術職の女性を０人から１人以上に増加させる

【対策】

●令和７年５月～ 社内の女性従業員に対して、技術系職種に興味がある方について技

　 術職への転換希望調査を行う。

女子学生の応募を増やすため、就職説明会等で積極的な広報を行う。

●令和７年５月～ 女性技術者が働きやすい職場を目指し環境整備を行う。

●令和７年７月～ 女性技術者が現場配置につく場合、必要な講習、研修を実施する。

女性の体格に合わせた安全具を導入する。

●令和７年７月～ 女性技術者が工事現場を担当する場合は、女性用仮設トイレ・休憩

室を設置する。

会社の受注状況を鑑み、各管理職より従業員へ有休休暇の取得を促

す。

従業員の希望があれば、育児・介護休業制度に規定する期間、回数

等を上回る休業を、業務の状況を考慮しながら可能な限り与えるこ

とを周知する。

令和　７年　１月２８日
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